
23
生態系の回復

公正、衡平な遺伝資源の利益配分（ABS）

空間計画の策定と効果的管理

気候変動対策（含NbS/EbA）

汚染防止、
栄養塩類の流出・農薬リスクの半減

侵略的外来種対策

生物の利用、採取取引きの適正化

種・遺伝子の保全、野生生物との共生

「30by30」／保護地域及びOECM

野生種の持続可能な管理

農林漁業の持続可能な管理

自然の恵みの回復、維持及び増大都市の緑地親水空間の確保

ジェンダー平等

女性、若者及び先住民の参画

情報・知識へのアクセス強化

能力構築、科学・技術の移転及び協力

資金の動員

有害補助金の特定・見直し

バイオセーフティ

持続可能な消費

ビジネスの影響評価・開示

生物多様性の主流化

特集

昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）の
2030年グローバルターゲット

（GBF：Global Biodiversity Framework）
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ù÷ùù೥ʹ։͞࠵Εͨੜ෺ଟ༷ੑ৚໿ୈøüճక໿ࠃձ ʢٞ$#%�$01øüʣͰ࠾୒͞Ε ʮͨࠛ ɾ໌ϞϯτϦΦʔϧੜ
෺ଟ༷ੑ࿮૊ʢ(#'ʣʯʹ ͓͍ͯɺù÷ú÷೥໨ඪͱͯ͠ͷʮωΠνϟʔϙδςΟϒʢ஫øʣʯͷ͕ࣔ͞ํ͑ߟΕͨɻ
੓෎͸ɺ(#'Λ౿·͑ɺʮੜ෺ଟ༷ੑࠃՈઓུù÷ùúʵù÷ú÷ʯΛֳܾٞఆ͠ɺωΠνϟʔϙδςΟϒࡁܦ΁ͷҠߦΛ

ઓུʯ͕ߦҠࡁܦΔͱͱ΋ʹɺʮωΠνϟʔϙδςΟϒ͛ܝՈ໨ඪͱͯ͠ࠃ ఆ͞ΕͨɻՃ͑ͯɺ੓෎ͷࡦûলʹΑΓ܎ؔ
੒௕ઓུʹ͸ωΠνϟʔϙδςΟϒͳࡁܦɾࣾ ձγεςϜ΁ͷసࡦࢪ͚ͨ޲ʹ׵ల։ͱۀاͷڝ૪ྗͷҡ ɾ࣋ڧԽ
͕੝Γࠐ·Εͨɻ
ù÷ùý೥ʹ։͞࠵ΕΔ$#%�$01øþͰ͸ɺ(#'ͷਐḿΛධՁ͢ΔάϩʔόϧϨϏϡʔͷ࣮͕ࢪ༧ఆ͞Ε͓ͯΓɺͦ

ͷ݁Ռ͸֤ࠃͷ੓ࡦ΍ߦۀاಈʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑Δ͜ͱ͕ࠐݟ·Ε͍ͯΔɻ
͜͏͠ ͨதɺஂܦ࿈ͱஂܦ࿈ࣗવอٞڠޢձ͸ɺάϩʔόϧϨϏϡʔޙͷࡦࢪల։Λݟਾ͑ɺʮੜ෺ଟ༷ ɾੑࣗ વ

ఏࡦ੓ͨ͛ܝ౳ͱͷ౷߹తऔΓ૊ΈΛଅਐ͢Δ͜ͱʯΛࡦมಈରީؾઘͱ͢Δ͜ͱʯʮݯຊอશΛ৽ͨͳ੒௕ͷࢿ
ΛऔΓ·ͱΊͨɻݴ
ຊಛूͰ͸ɺಉఏݴऔΓ·ͱΊͷഎܠͱͦͷϙΠϯτɺࠃ಺֎ͷ੓ࡦಈ޲΍೔ຊۀاͷಈ޲ͳͲΛ঺հ͢Δͱͱ

΋ʹɺωΠνϟʔϙδςΟϒࡁܦ΁ͷҠ͚ͨ޲ʹߦ՝୊΍ํࡦΛల๬͢Δɻ

参考：環境省「昆明・モントリオール生物多様性枠組－ネイチャーポジティブの未来に向けた2030年世界目標－」
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特集 生物多様性・自然資本保全と持続的な経済成長の両立に向けて

����೥��݄ʹɺੜ෺ଟ༷ੑͱީؾมಈͷઐ໳Ո͕ू·ͬͯࡍࠃͨͬߦతͳٞ࿦ʢ஫�ʣͰ͸ɺੜ෺ଟ༷ੑΛอ
શ͢ΔऔΓ૊Έͷଟ͕͘ɺީؾมಈରࡦʹ΋ಉ࣌ʹޮՌ͕͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ·ͨɺࠃ࿈ͷઐ໳Ոάϧ
ʔϓʢ஫�ʣ͸ɺݯࢿΛແବͳ͍͘࢖ɺϦαΠΫϧ΍ϦϢʔεΛਐΊͯఱવݯࢿͷ࢖༻ΛݮΒ͢͜ͱ͸ɺੜ෺ଟ
༷ੑͷอશΛؚΊͨڥ؀ෛՙΛ௿͢ݮΔ͏͑ͰۃΊͯॏཁͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻ
&࿈΋ʮ'6563ஂܦ %&4*(/ ����ʯͷதͰɺ����೥ʹ͚ͯ޲໨͢ࢦ΂͖࢟ͱͯ͠ʮ(9ɺαʔΩϡϥʔ
Τίϊϛʔʢ$&ʣɺωΠνϟʔϙδςΟϒʢ/1ʣͷҰମతਪਐʯΛ͍ͯ͛ڍΔɻ
͜͏ͨ͠ঢ়گΛ౿·͑ɺ੓෎ʹର͠ɺ౷߹తΞϓϩʔνΛଅਐ͢ΔͨΊͷఏݴΛͨͬߦɻ

1．国際条約間の整合性強化の促進
国連気候変動枠組条約（UNFCCC）と生物多様性条約（CBD）等の整合性を高めるための多国間協力

2．省庁横断の国内政策推進
生物多様性・自然資本保全および活用と気候変動対策の相関を捉えた統合的な施策展開

3．クレジット市場等の国際動向への対応
ネイチャーファイナンスに関する国際的議論の動向を踏まえ、日本の環境特性を踏まえた評価手法の検討

4．国民の理解醸成、気候変動適応策の充実
生物多様性・自然資本、気候変動、資源循環の関係性に対する理解醸成、気候変動適応計画に基づく施策の充実

ੈքࡁܦϑΥʔϥϜͷϨϙʔτͰ͸ɺωΠνϟʔϙδςΟϒͳ৯ྉੜ࢈΍౔஍ར༻ɺΠϯϑϥɺΤωϧΪʔར
༻ͳͲࣾձࡁܦγεςϜΛมֵ͢Δ͜ͱͰɺ೥ؒ࠷େ����ஹυϧͷϏδωεػձ͕΋ͨΒ͞ΕΔͱ͍ͯ͠ࢉࢼΔɻ
৔૑଄΍஍Ҭࢢͳ͕Βɺ৽ͨͳ͠༺׆ຊΛࢿͳͲͷ՝୊ղܾʹɺࣗવ߁΍ϨδϦΤϯεɺ݈ࡦมಈରީؾ
ɺ໰ΘΕ͍ͯΔɻࠓʹ͞·ͳ͍͛ͯ͘͜ͱ͕ͭʹ্޲Ձ஋ͷۀاԽɺ͞Βʹ͸ੑ׆
ΈɺάϩʔόϧࠐӦઓུ΁ͷ૊Έܦ൫ͱೝࣝ͠ɺجಈͷ׆ࡁܦຊ͸ࣾձࢿքʹ͸ɺੜ෺ଟ༷ੑɾࣗવࡁܦ
αϓϥΠνΣʔϯϨϕϧͰͷ৘ใ࿈ܞମ੍ͷཱ֬౳͕ظ଴͞ΕΔதɺ੓෎ʹର࣍͠ͷఏݴΛͨͬߦɻ

1．企業価値向上と市場創出
・生物多様性・自然資本保全および活用を「持続可能な成長を支える新たな成長分野」として位置付け
・省庁間連携によるモニタリング、研究開発・実装、海外展開等の施策強化
・グローバルサプライチェーンにおける、リスクと機会の評価の可能化
・日本の環境特性を踏まえた評価手法の検討
・国民の理解醸成と行動変容の促進

2．データ基盤整備とトレーサビリティ確保、国際ルール形成
・自然関連データ基盤の整備、指標・評価手法の開発
・アジア地域をはじめとする諸外国政府との連携推進

3．NbS（注2）・OECM（注3）による地域経済活性化と国際展開
・関係省庁が連携を強化し、様々な社会課題の効果的・横断的な解決を推進
・政府横断的な民間事業者の支援
・GREEN×EXPO 2027の成功に向けた機運醸成

ネイチャーポジティブ経済への移行による
成長の実現Ⅰ

生物多様性・自然資本保全と
気候変動対策等の統合的アプローチⅡ

ネイチャーポジティブ分野におけるビジネス機会の市場規模
ネイチャーポジティブな食料生産や土地利用、インフラ、エネルギー利用など社会経済システムの変革により
年間最大10.1兆ドルのビジネス機会

2030年の
総ビジネス機会 10兆1,100億

ドル

3億9,500万人

食料・土地・海洋利用 インフラと建築環境 エネルギーと資源採掘 計

（10億ドル）

2030年の
総雇用

（100万人）

3,565 3,015 3,530

191 117 87

IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書の指摘
●気候変動の制御と生物多様性保全は相互依存関係。
●生物多様性保全策の多くが気候変動対策との相乗効果を持つ。

生物多様性

影 響
良質な生活気候変動

影
響

貢
献

影
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加速させることもある

2025年11月に経団連と経団連自然保護協議会が公表した「生物多様性・自然資本保全と持続的な経済成長
の両立に向けた提言」では、政府や経済界等に対し、将来の競争力の源泉となる生物多様性・自然資本保全に
係る対応力を着実に高めていくことを求めている。これは、企業の事業継続性を確保するための基盤を強化
するとともに、自然資本の持つ潜在能力を活用しながら新たな価値創造や社会課題の解決を通じた「成長の
源泉」を作り上げる挑戦であるとしている。

出典：WEF「New Nature Economy Report II The Future Of Nature And Business In collaboration with AlphaBeta」を基に経団連事務局にて翻訳、作成出典：公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）「生物多様性と気候変動 IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書：IGESによる翻訳と解説」（2021年9月）

「生物多様性・自然資本保全と
持続的な経済成長の両立に向けた提言持続的な経済成長の両立に向けた提言 のポイント

提言

」
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（注１）ネイチャーポジティブ：ࣗવڵ࠶ɻࣗવΛճ෮يಓʹ৐ͤΔͨΊʹੜ෺ଟ༷ੑͷଛࣦΛࢭΊ൓సͤ͞ΔͨΊͷٸۓͷߦಈΛͱΔ
（注２）NbS（Nature-based Solutions）：ࣗવΛ׆༻ͨ͠ղܾࡦ
（注３）OECM（Other Effective area-based Conservation Measures）：ຽؒ౳ͷऔΓ૊ΈʹΑΓอશ͕ਤΒΕ͍ͯΔ஍Ҭ΍อશΛ໨తͱ͠ͳ͍؅ཧ

͕݁Ռͱͯࣗ͠વڥ؀ΛकΔ͜ͱʹ΋͍ͯ͠ݙߩΔ஍Ҭ
（注４）ੜ෺ଟ༷ੑٴͼੜଶܥαʔϏεʹؔ͢Δ੓෎ؒՊֶʵ੓ࡦϓϥοτϑΥʔϜʢ*1#&4ʣͱɺީؾมಈʹؔ͢Δ੓෎ؒύωϧʢ*1$$ʣʹ ΑΔ߹ಉ

ϫʔΫγϣοϓɻಉϫʔΫγϣοϓͷ݁ՌΛ౿·͑ͯɺ����೥�݄ʹʮ*1#&4�*1$$߹ಉϫʔΫγϣοϓใࠂॻʯ͕ެද͞Εͨ
（注５）6/&1ݯࢿࡍࠃ॥؀ύωϧ
（注６）自然共生サイト：����೥౓ΑΓڥ؀ল͕ೝఆΛ։࢝ɻ����೥౓͔ΒࣗવڞੜαΠτΛ๏੍Խͨ͠৽๏ʮ஍Ҭੜ෺ଟ༷ੑ૿ਐ๏ʯ͕ Εɺ͞ߦࢪ

ಉ๏ʹͮ͘جೝఆ͕ߦΘΕ͍ͯΔ
（注７）TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）：ࣗવؔ࿈ࡒ຿৘ใ։ࣔλεΫϑΥʔε

生物多様性・自然資本保全と持続的な
経済成長の両立に向けた提言

生物多様性・自然資本保全に
関する統合的取組み事例集

提言 事例集

自然共生サイト認定区域
（2025年9月現在）

TNFDアダプターの内訳
（2025年10月31日現在）

37%

経団連会員企業
日本

英国

台湾

経団連自然保護協議会の会員企業は
33%を占める

経団連自然保護協議会の会員が
約3割を占める（68社）

総面積
9.9万ha

全世界で
731社

29%
（210社）

13%
（93社）

5%
（38社）

日本企業の取り組み状況
ল͸ɺ����೥౓͔ΒʮຽؒͷऔΓ૊Έ౳ʹΑͬͯੜ෺ଟ༷ੑͷอશ͕ਤΒΕ͍ͯΔ۠ҬʯΛʮࣗવڥ؀
৔ͳͲʹ෇ਵͨ͠྘஍εϖʔε΍ϏΦτʔϓ޻ੜαΠτʢ஫�ʣʯͱͯ͠ೝఆ͍ͯ͠Δɻࣾ༗ྛɺΦϑΟεɾڞ
Λ͸͡Ίɺձһۀاͷ༷ʑͳαΠτ͕ೝఆ͞Ε͍ͯΔɻ
����೥�݄ʹެද͞Εͨ5/'%ʢ஫�ʣఏݴʹରԠ͠ɺࣗવؔ࿈ࡒ຿৘ใ։ࣔʹऔΓ૊Ήۀاʢ5/'%Ξμϓλ
ʔʣͷ਺Λࠃɾ஍ҬผͰΈΔͱɺ೔ຊ͕ੈք�Ґͱͳ͍ͬͯΔɻ

文責：経団連教育・自然保護本部
経団連自然保護協議会


